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木下種子さん

（八鹿町下小田）

高岡けい子さん

（八鹿町大森）

新　任退　任
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★全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

　夫・パートナーからの暴力やセクシュアル・ハラスメント等、女性をめぐる様々な人権問題について、人権擁護委

員、法務局職員が電話相談を行います。

　と　き／１１月１５日（月）～１１月１９日（金）午前８時３０分～午後７時

　　　　　 １１月２０日（土）～１１月２１日（日）午前１０時～午後５時

　電話番号／「女性の人権ホットライン」（緯０５７０崖０７０崖８１０）

   相談料／無料

　【お問い合わせ先】　神戸地方法務局人権擁護課（緯０７８崖３９２崖１８２１・内線３４５）

★１２月１０日から１６日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」

　拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題についての関心と認識を深めることを目的として、毎年１２月１０日

から１６日までの１週間を「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定めています。

　この問題を早期に解決するためには、私たち一人ひとりが意識し、国際社会と連携することが重要です。

★第６２回人権週間

　国際連合は、昭和２３年（１９４８年）１２月１０日の第３回総会において、すべての人民と国民が達成すべき基本的人権に

ついての宣言である「世界人権宣言」を採択しました。

　そして、１２月１０日が「人権デー」と定められたことにより、法務省と全国人権擁護委員連合会では同日を最終日と

する１週間を人権週間と定め、人権尊重思想の普及のための啓発活動を行っています。

　また、同年には人権擁護委員令が発布され，この制度を恒久的なものとするため昭和２４年５月３１日に「人権擁護

委員法」が制定されました。
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